
 

特別職報酬等審議会について 

 

（１）所掌事務について 

印西市特別職報酬等審議会条例（第３条）に規定 

 （所掌事務） 

第３条 市長は、市議会の議員の議員報酬の額又は市長、副市長若しくは

教育長の給料の額に係る条例を議会に提出しようとするときは、あらか

じめ、当該議員報酬又は給料の額について、審議会の意見を聞くものと

する。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について、

審議会の意見を聞くことができる。 

 

（２）市長等の給料及び議会議員の報酬について 

区  分 支給区分 根拠法令 

市長、副市長及び教育長 給  料 地方自治法第２０４条第１項 

市議会議員 報  酬 地方自治法第２０３条第１項 
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